
　   　    　研究科

項目

入学時
納付金

（前期）

 後期(10月)
納付金

合　計
入学時
納付金

（前期）

 後期(10月)
納付金

合　計
入学時
納付金

（前期）

 後期(10月)
納付金

合　計

※ 入 学 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

授 業 料 0 0 0 0 0 0 0 0 0

施 設 設 備 資 金 52,500 52,500 105,000 65,000 65,000 130,000 62,500 62,500 125,000

実 験 実 習 料 0 0 0

教 育 充 実 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学 生 納 付 金 計 52,500 52,500 105,000 65,000 65,000 130,000 62,500 62,500 125,000

後 援 会 費 16,000 0 16,000 16,000 0 16,000 16,000 0 16,000

※ 同 窓 会 入 会 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

同 窓 会 費 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000

学 術 振 興 会 費 500 0 500 500 0 500 500 0 500

諸 会 費 計 19,500 0 19,500 19,500 0 19,500 19,500 0 19,500

合 計 72,000 52,500 124,500 84,500 65,000 149,500 82,000 62,500 144,500

東北学院大学大学院学生納付金等納入に関する規程
（修業年限を超えた者の学納金）
第14条　博士課程前期課程及び修士課程において、２年を超えて在学する者の学納金は、学則別表３の施設設備資金の２分の１とする。ただし、これに該当する者が休学を許可され
た場合には、休学期間の学納金の納入を免除する。
２　博士課程後期課程において３年を超えて在学する者の学納金は、学則別表３の施設設備資金の２分の１とする。ただし、これに該当する者が休学を許可された場合には、休学期
間の学納金の納入を免除する。

※在学期間延長者の諸会費（校費外）は、標準修業年限と同様、全額徴収する

2026年度学生納付金等（大学院1年生・在学期間延長者）
（単位：円）

文学研究科・経済学研究科
経営学研究科・法学研究科

工学研究科 人間情報学研究科


